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はじめに 

 

平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード９．０の地

震とそれに伴う巨大津波は、東北地方の太平洋沿岸部を中心に有史以来最大と言われる甚大な被

害をもたらしました。 

本市では死者３，１８１名、行方不明者４２０名もの多くの命が失われ、平野部の約３０％に

当たる約７３㎢が浸水、住家の７６．６％に当たる５６，７０２棟（うち２０，０３９棟が全

壊、１３，０４８棟が半壊）が被災し、東日本大震災における最大の被災地となりました。 

本市を含む東北地方の太平洋沿岸部は、古来より多くの地震と津波に見舞われており、大地震

発生の可能性が予見されていたのにもかかわらず、多くのかけがえのないものを失いました。 

このことから先人の教訓を活かせなかった事実に向き合い、今度こそ災害で命を落とす人、そ

れによって悲しむ人を一人でも減らしたいという思いから、各地の有志により震災の経験や教訓

を伝える活動が行われてきました。 

一方で、平成３２年度の完成を目標に、国・宮城県・石巻市による「石巻南浜津波復興祈念公

園」の整備を進めているほか、平成２８年３月には市内２か所の震災遺構の保存を決定するな

ど、震災伝承に関わる施設等の整備に向けた検討も進めています。 

平成２８年度に開催した「震災伝承検討会議」では、震災伝承に関わる個人・団体、有識者、

行政の関係者が一堂に会し、今後の本市における震災伝承の在り方や具体案について意見が交わ

され、これまで個別に展開されてきた震災伝承の活動と公的な動きが結び付き始めるきっかけと

なりました。 

世界中で気候変動に起因した大規模自然災害が増加し、日本国内でも、南海トラフ巨大地震や

首都直下型地震の発生が想定されており、今後もまたいつどこで東日本大震災のような大きな災

害が発生するかは分かりません。 

東日本大震災で甚大な被災を経験した本市は、命を守るための震災伝承の取組をハード・ソフ

トの両面から推進し、今、そしてこれからの時代を生きる全ての人へ、東日本大震災の経験、教

訓、思いを伝え続けていきます。 
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１．位置付けと役割 

 

平成２３年１２月に策定した「石巻市震災復興基本計画」では、復興の基本理念として「災

害に強いまちづくり」「産業・経済の再生」「絆と協働の共鳴社会づくり」の３本柱を掲げ、最

大の被災地である石巻市が、「世界の復興モデル都市」となるべく取り組んでいく施策を定め

ています。 

「石巻市震災伝承計画」は、「石巻市震災復興基本計画」の理念に基づき、重点プロジェク

ト「未来への伝承プロジェクト」に定めた「津波の恐ろしさを市民に、そして訪れる多くの人

に伝承していくため、震災記念碑やメモリアルパーク等を整備するとともに、震災施設の伝承

保存や震災体験等を語り伝える仕組みを構築」の具現化に向けた事業推進を支えるものです。 

また、宮城県内に唯一整備される復興祈念公園として、国、宮城県、石巻市の連携の下に設

置される「石巻南浜津波復興祈念公園」との関係を意識しながら、本市における「各震災遺構

整備方針」を始めとする震災伝承事業の基本的な考え方を示すものです。 

なお、本計画は、震災発生以降、震災伝承活動に携わってきた市民等で組織された「震災伝

承検討会議」での議論を踏まえて計画の策定に至ったものであり、今後も震災伝承に関わる市

民とともに、その時々の実情を踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本計画の位置付け） 

【復興の基本理念】 
１ 災害に強いまちづくり 
２ 産業・経済の再生 
３ 絆と協働の共鳴社会づくり 

旧門脇小学校校舎 

震災遺構整備方針 

大川小学校旧校舎 

震災遺構整備方針 

石巻南浜津波 

復興祈念公園 

関連計画 

国 

宮城県 

石巻市 

震災伝承計画 

石巻市 

震災復興基本計画 

その他関連計画 
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２．震災伝承の現状と課題 

 

本市では、東日本大震災の起こる前から、明治・昭和三陸地震津波やチリ地震津波、宮城県沖

地震などにより多くの地震や津波の被害を受け、家庭・学校及び地域において震災や防災に関す

る教育が行われてきました。 

しかしながら、東日本大震災では、伝え聞いた震災の教訓をもとにいち早く避難し、命を守る

ことのできた人がいる一方、死者・行方不明者３，６０１名という多くの命を失ったことも事実

です。 

そのため、東日本大震災後は、これまで以上に様々な震災伝承への取組が展開されていますが、

時間の経過とともに防災意識が薄れていくことが危惧されており、市内一斉で行っている避難訓

練への参加率は１割程度と低調であり、平成２８年１１月２２日に発生した福島県沖地震の際は、

避難対象区域の市民でも４割ほどしか避難せず、避難行動や防災意識の低下が懸念されている状

況です。 

すべての人々が教訓を過去のものとせず、活きた教訓として今後の災害時の行動へとつなぐた

めに、以下の現状を基に、今後の取組について検討していく必要があります。 

 

（１）震災伝承の現状 

① 資料の収集・保存・公開の状況 

本市では写真データや地図・報道機関への提供資料等の収

集・整理を行い、可能なものは、「東日本大震災アーカイブ 

宮城（石巻市）」として公開を行っています。 

また、学術・研究、報道、その他様々な分野において、震災

後から各種資料の収集・保存が行われ、出版、研究発表、企画

展等で公開されています。 

 

② 震災（防災）学習の実施状況 

市内の小中学校では、石巻市教育委員会制作の防災副読本・

実践事例集及び宮城県教育委員会の教材を利用するなどして

防災教育に取り組んでいます。 

また、市外からの来訪者に対しては、複数の民間団体や個

人が、語り部としてバス等による被災地案内、まち歩きなど

を通して震災・防災に関する学びの機会を提供しています。 

  防災副読本「未来へつなぐ」小学校・中学校用 

東日本大震災アーカイブ 宮城（石巻市）トップページ 
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③ 情報発信の現状 

行政、観光協会、民間団体等が、パンフレットやＷＥＢサ

イト等により震災後の復興の取組や震災の学びに関する情報

を発信しています。 

また、本市は市内４か所に「復興まちづくり情報交流館」

を設置しているほか、道の駅「上品の郷」に展示スペースを

設置し、各地域の文化や復興事業について紹介しています。   

なお、復興事業終了後には、情報交流館の機能は、各地区

の施設等に移す予定となっています。 

 

④ 慰霊・追悼の現状 

毎年３月１１日には、市や民間団体による追悼行事が開催

されるほか、夏の川開き祭りでも慰霊・追悼のための行事が

行われています。また、各地域に設置された慰霊碑や南浜町

の「がんばろう！石巻」看板は、御遺族のほか、訪れた人が手

を合わせる場となっています。 

 

⑤ 伝承拠点の整備状況 

本市は、旧門脇小学校校舎・大川小学校旧校舎の２つの震災遺構の保存を決定し、その整備

に向けた検討を行っています。 

また、平成３２年度の完成を目標に中核的施設及び追悼空間を含む「石巻南浜津波復興祈念

公園」を、国・県・市が一体となって整備を進めています。 

 

 

⑥ 多様な主体による伝承の現状 

個人、地域組織、民間団体、学校、研究機関、企業、行政

等多様な主体が多様なかたちで震災を伝える取組に関わって

おり、伝承を担う個人や団体で構成される民間ネットワーク

も存在しています。  

南浜町にある「がんばろう！石巻」看板の周りで行わ

れた「３．１１のつどい」の様子（2017年 3月 11 日） 

石巻ビジターズ産業ネットワーク・震災伝承部会による

「震災学習協働体制づくりコンファレンス」の様子 

震災遺構として保存が決定した 

大川小学校旧校舎 

 

震災遺構として保存が決定した旧門

脇小学校校舎 

平成 32 年度の完成を目標に国・県・市が

一体となって整備を進めている石巻南浜

津波復興祈念公園 

震災遺構として一部又は部分保存

が決定した旧門脇小学校校舎 

石巻市復興まちづくり情報交流館 

（左上から時計回りに中央館、雄勝館、北上館、牡鹿館） 
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（２）震災伝承の課題 

 

① 収集した資料の利活用 

・収集した膨大な資料の活用方法や方針の決定と震災伝承活動への利活用 

・個別に収集された資料や証言記録の集約及び利活用 

 

② 震災（防災）学習の体制整備 

・家庭、職場、地域での日常生活で市民が防災について学び考える場をつくる仕組みとそれを

支える体制の確立 

・各個人・団体が独自に実施している震災（防災）学習プログラム内容の整備、運用に係る業

務の持続性確保 

 

③ 効果的な情報発信 

・宮城県や隣接する東松島市、女川町をはじめとした他の被災地と連携し、震災伝承関連情報

を発信するためのプラットフォームの構築 

・「防災週間」、「みやぎ県民防災の日」及び「津波防災の日（世界津波の日）」といった国内外

の多くの人が震災や防災に関心を持つような機会における情報発信 

 

④ 慰霊・追悼の場の整備 

・追悼施設の建設、慰霊碑の建立及びそれらを継続的に管理するための基盤整備 

 

⑤ 震災伝承を支える拠点づくり 

・震災遺構をどのように活用し、何を伝えていくのかについての検討 

・石巻南浜津波復興祈念公園と震災遺構がある南浜・門脇地区及び釜谷地区以外の被災地域に

おける伝承の在り方の検討 

 

⑥ 伝承活動に関わる多様な主体を支える仕組みづくり 

・各地域で展開されている震災伝承活動をつなぎ、将来にわたって支える体制づくり 

・各震災伝承主体と学術機関等との連携 

・隣接する東松島市、女川町をはじめとした他の被災地との連携 
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３．震災伝承の基本的な考え方 

 

（１）基本理念 

本市では、東日本大震災で失われた多くのかけがえのない命を忘れず、三陸沿岸で続いてき

た「大地震、大津波、そして壊滅」という悲劇の連鎖を断ち切るため、未来まで震災を伝えて

いく活動の基本理念を以下に定めます。 

 

 

東日本大震災の最大の被災地である石巻市は、 

かけがえのない大切な命を守るため、 

震災の事実と教訓、復旧・復興への思いを、 

 

世代を超えて、地域を越えて、すべての人々へ伝え続けます 

 

 

◎ 基本理念に込めた思い 

 

東日本大震災の最大の被災地である石巻市は 

東日本大震災は未曽有の大規模自然災害であり、東北地方の太平洋沿岸を中心に広い範

囲で甚大な被害をもたらしましたが、中でも本市は「最大の被災地」と言われています。 

死者３，１８１名、行方不明者４２０名という信じ難いほど多くの方が犠牲になり、市

内平野部の約３０％に当たる約７３㎢が浸水、住家の７６．６％に当たる５６，７０２棟

が全半壊しました。 

 
かけがえのない大切な命を守るため 

わたしたちは、先人たちの教訓があったにもかかわらず、東日本大震災でたくさんの大

切なものを失い、それまでの日常からの大きな転換を余儀なくされました。あれから時が

経ち、震災の記憶が徐々に風化していると言われていますが、同じ過ちを繰り返さぬため

にも、わたしたちはあのとき何を感じ、考え、どのように行動したのか、この事実をしっ

かりと伝えていく必要があります。 
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震災の事実と教訓、復旧・復興への思いを、 

東日本大震災はこの地に大きな被害をもたらしましたが、この経験を活かし、災害時の

具体的な行動へとつなげるためには、被害（各地の被害の状況、津波火災、河川遡上津波

など）だけではなく、震災前のこと（過去の災害、本市の地勢、震災前の暮らし、災害へ

の備えなど）や発災後の対応（発災時の行動、災害救助、災害医療など）、復旧・復興への

取組（避難所生活、世界中からの支援、震災後の防災の取組など）など、様々な事柄につ

いて、しっかりと伝えていくことが大切です。 

 

世代を超えて、地域を越えて、すべての人々へ伝え続けます 

近い将来にも大規模災害の発生が予想されており、誰もが、いつどこで大きな自然災害

に直面するか分からない世の中だからこそ、市民も、日本中、世界中の人たちも、災害を

自分に関わりのあることとして考え、いざという時のために備えることが大切です。 

いつかまた大きな災害が起こったとき、一人でも多くの人が自分自身と大切な人の命を

守るために行動できるよう、すべての人々へ発信し続けることが、最大の被災地である本

市の使命と考えます。 
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（２）基本方針 

本市における震災伝承の課題を踏まえ、今後の具体的施策を展開するため、６つの基本方針

を以下に定めます。 

なお、施策の展開にあたり必要となる費用については、復興財源等を活用しながら進めてい

きます。 

 

① 継続的な資料の収集と利活用を推進します 

東日本大震災の被災状況や発災時の行動や経験など、震災をめぐる様々な事実を後世へ伝え

ていくため、震災関連資料（被災物、デジタルデータ等）の収集・保存を行い、震災（防災）

学習の教材や拠点施設の展示等へ利活用します。 

 

② 震災（防災）に関する学習の機会を創出します 

発災時に命を守るための行動ができる人を育てるため、東日本大震災や防災について学ぶ教

材・プログラム等を制作し、それを活用した学習の機会を創出します。 

 

③ 国内外へ震災の経験と教訓を発信します 

東日本大震災を経験してわたしたちが学んだことを広く伝えていくため、石巻南浜津波復興

祈念公園や周辺自治体等と連携を図り、多様な主体による多様な手法を活用し、国内外へ情報

発信します。 

 

④ 慰霊・追悼の場を整備します 

震災で犠牲になられた方々を悼み、命の大切さを伝えていくため、慰霊・追悼の場を整備し

ます。 

 

⑤ 伝承活動の場を整備します 

伝承活動の拠点となる施設や震災遺構を整備します。 

 

⑥ 持続的活動を支える推進体制を構築します 

持続的な活動を支え、発展させていくため、専門性を持った活動支援組織を立ち上げ、震災

伝承を支える産学官民の協働体制と地域の中で人を育てる仕組みを構築します。 
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４．震災伝承計画の実現化方策 

 

（１）推進体制の検討方針 

本計画の実現のためには、震災伝承活動を継続的に支える安定的な仕組みと、この取組を発

展させ、広く世界へと発信し得る、柔軟で専門性を持った組織が必要です。 

本市では、国や宮城県、学術研究機関の他、これまで震災伝承に関わってきた個人や団体等

の幅広い活動主体が、震災伝承の重要性と担い手としての決意を共有し、それぞれの役割を全

うしながら、永続的に震災伝承できるよう、具体的な推進体制を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（推進体制のイメージ）  

震災伝承活動

全般を担う 

中間支援組織 

石巻市 

国 

宮城県 

学術研究

機関 

組織化検討 

活動支援 

伝承活動・情報発信 

における連携・協力 

企業 

地域住民 

NPO等 

学校 

伝承活動・情報発信 

における連携・協力 

具体的活動・運営 

への参画・支援 

学術研究・情報発信 

における連携・協力 
具体的活動・運営 

への参画・支援 

地域活動への 

協力・支援 

具体的活動・運営 

への参画・支援 
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（２）実現化プログラム（案） 

本市における震災伝承の取組においては、本計画に基づき、持続的な活動のための組織づく

りや具体的方策の検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STEP１ 伝承を支える組織づくりに向けた検討 
 

平成28年度の「震災伝承検討会議」における議論を踏まえ、 

組織づくりのための場を新たに設けて検討する 

◇ 伝承組織のあり方検討 

（求める要件、組織の機能・形態など） 

◇ 参画主体の募集、選定 

◇ 組織の設立に向けた産学官民による準備体制の整備 

平成 29 年 6 月 

震災伝承計画の策定 

STEP２ 具体的活動内容の検討と組織設立 
 

組織が担う事業内容などについて関係者間で検討・調整 

を行い、具体的な活動を始めるための準備を進める 

◇ 具体的施策の策定 

◇ 伝承組織の活動計画（事業計画）の検討・策定 

◇ 今後の推進体制の検討・調整 

◇ 活動資金確保に向けた検討 

STEP３ 伝承活動の実施と将来に向けた基盤構築 
 

事業計画・行政施策に基づき、伝承組織を中心とした長期 

にわたり持続可能な体制の基盤を構築する 

◇ 産学官民の連携による伝承活動の実施 

◇ 伝承内容と方法の検証・更新（随時） 

◇ 持続性確保のための人材確保・育成 

◇ 震災伝承計画の検証・更新 

平成 29年度 

平成 30、31 年度 

平成 32年度～ 
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（３）具体的施策の方向性 

震災伝承の具体的な施策は、本計画の基本方針に基づき、震災伝承に関する多様な意見を取

り入れながら検討を進めていきます。 

 具体的施策の方向性 

①  継続的な資料の収集と利活用の推進 

 震災関連資料（デジタルデータ、被災物等）の収集・保存を行うとともに、震災（防災）学習の教材や

拠点施設の展示等、震災伝承活動への利活用方針を検討していきます。 
 ○ 震災関連資料（写真等デジタルデータ、被災物等）の収集・保存・利活用方針の検討 
 ○ 震災に係る各種出版物（写真集・報告書・DVD等）の収集・保存・利活用方針の検討 

②  震災（防災）学習のための教材等制作と学習機会の創出 

市民や来訪者が震災や防災について学ぶための教材を制作し、学校・家庭・地域を核にした防災

意識向上の機会充実、教育旅行や視察等の受入体制の構築に向けた検討を行います。 
 ○ 市民に向けた震災（防災）学習教材制作 
 ○ 市内小中学校における防災教育の充実 
 ○ 市民の防災意識の向上方策の検討 
 ○ 教育旅行、視察等受入体制の構築に向けた検討 

③ 国内外への震災の経験と教訓の発信 

東日本大震災における本市をはじめとした被災地の震災伝承に関する情報を収集・管理・提供する

ための機能を整備し、常時または「津波防災の日」等の機会を捉えて積極的に発信していきます。 

また、来訪者の学びにつながる情報発信の在り方も併せて検討していきます。 
 ○ 震災伝承関連情報を発信するプラットフォームの構築に向けた検討 

 ○ 震災（防災）関連情報の国内外への積極的な発信 
 ○ 来訪者向け情報発信強化策の検討 

④ 慰霊・追悼の場の整備 

東日本大震災の犠牲者の慰霊・追悼のための場を整備し、継続的に管理していくとともに、毎年 

３月１１日などに追悼行事を行います。 
 ○ 市内各地の慰霊碑の整備（雄勝、北上、牡鹿地区） 
 ○ 石巻南浜津波復興祈念公園内の慰霊・追悼の場の整備 
 ○ 大川小学校旧校舎付近の慰霊・追悼エリアの整備 
 ○ 各種追悼行事の開催 

⑤ 伝承活動の場の整備 

震災伝承拠点となる施設や震災遺構を整備します。 

 ○ 旧門脇小学校の伝承拠点施設としての整備・管理運営 
 ○ 震災遺構の整備・管理運営 
 ○ 石巻南浜津波復興祈念公園内の中核施設との連携体制の構築 

⑥ 持続的活動を支える組織・体制構築 

産学官民の協働体制の下で専門的に震災伝承活動を担う組織を立ち上げ、人材育成や市内外の

関係機関との連携を図りながら、持続的な震災伝承活動を支え、発展させるための仕組みや個々の

活動をつなぐネットワークを構築します。 

 ○ 震災伝承の取組を基盤とした新たな推進体制の検討 

 ○ 組織を維持管理していくための人材育成 

 


